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家
畜
・
家
き
ん
の
所
有
者
は

定
期
報
告
書
を
提
出
し
ま
し
ょ
う

　

家
畜
伝
染
病
予
防
法
第
12
条
の
４
に
基
づ

き
、
飼
養
衛
生
管
理
基
準
が
定
め
ら
れ
た
家

畜
の
所
有
者
は
、
毎
年
の
飼
養
家
畜
の
頭
羽

数
や
衛
生
管
理
の
状
況
を
都
道
府
県
知
事
に

報
告
す
る
義
務
が
あ
り
ま
す
。

◆
提
出
先
　

農
政
課

　

家
畜
な
ど
の
伝
染
病
防
疫
に
ご
理
解
と
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

農
政
課
☎
25
・
１
１
４
２
／
北
海
道
網

走
家
畜
保
健
衛
生
所
☎
36
・
０
７
２
５

飼
い
犬
や
飼
い
猫
が
迷
子
に

な
ら
な
い
た
め
に

　

飼
っ
て
い
る
犬
や
猫
が
、
思
い
が
け
な
い

き
っ
か
け
で
逃
げ
て
し
ま
う
場
合
が
あ
り
ま

す
。
迷
子
に
な
っ
て
も
飼
い
主
が
わ
か
る
よ

う
に
し
ま
し
ょ
う
。

◆
飼
い
犬
　

リ
ー
ド
を
つ
け
る
、
鑑
札
や
狂

犬
病
予
防
注
射
済
票
を
身
に
着
け
る

◆
飼
い
猫
　

名
前
や
飼
い
主
の
連
絡
先
な
ど

身
元
が
わ
か
る
も
の
を
身
に
着
け
る

　

ま
た
、
北
見
保
健
所
に
放
れ
犬
な
ど
が
保

護
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
北
２
条
仮
庁
舎
入

口
と
総
合
支
所
の
掲
示
板
や
、

で
確
認
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

環
境
課
☎
25
・
１
１
３
１

端
野
市
民
環
境
課
☎
56
・
２
１
１
６

常
呂
市
民
環
境
課
☎（
０
１
５
２
）54
・
２
１
１
５

留
辺
蘂
市
民
環
境
課
☎
42
・
２
１
１
０

飼
い
主
が
転
入
・
転
出
す
る
際

は
犬
も
届
け
出
が
必
要
で
す

◉
転
入
の
手
続
き

　

転
入
前
の
市
区
町
村
で
交
付
を
受
け
た
鑑

札
を
持
参
し
、
左
記
ま
で
住
所
変
更
の
届
け

出
を
し
て
く
だ
さ
い

◉
転
出
の
手
続
き

　

北
見
市
で
交
付
を
受
け
た
鑑
札
を
持
参

し
、
転
出
先
の
市
区
町
村
で
住
所
変
更
の
届

け
出
を
行
っ
て
く
だ
さ
い

　

ま
た
、
転
出
に
伴
っ
て
犬
を
譲
渡
し
た
場

合
は
、
新
し
い
飼
い
主
の
方
が
変
更
の
届
け

出
を
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

環
境
課
☎
25
・
１
１
３
１

端
野
市
民
環
境
課
☎
56
・
２
１
１
６

常
呂
市
民
環
境
課
☎（
０
１
５
２
）54
・
２
１
１
５

留
辺
蘂
市
民
環
境
課
☎
42
・
２
１
１
０

灯
油
漏
れ
に
ご
注
意
く
だ
さ
い

　

毎
年
、
春
に
か
け
て
灯
油
タ
ン
ク
等
か
ら

の
灯
油
漏
れ
事
故
が
発
生
し
て
い
ま
す
。
日

ご
ろ
か
ら
、
灯
油
タ
ン
ク
を
管
理
・
点
検
し

ま
し
ょ
う
。

〈
灯
油
タ
ン
ク
の
チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト
〉

①
灯
油
の
残
量
が
不
自
然
に
減
っ
て
い
ま
せ

ん
か
？

②
ス
ト
レ
ー
ナ
ー
カ
ッ
プ
や
配
管
な
ど
に
穴

や
ひ
び
割
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？

③
タ
ン
ク
本
体
に
穴
な
ど
は
あ
い
て
い
ま
せ

ん
か
？

④
灯
油
タ
ン
ク
は

ぐ
ら
つ
い
て
い
ま

せ
ん
か
？

⑤
タ
ン
ク
の
周
り
、

建
物
の
床
下
、
排

水
口
な
ど
か
ら
灯

油
の
臭
い
が
し
て

い
ま
せ
ん
か
？

　

灯
油
漏
れ
が
発
生
し
た
ら
、
直
ち
に
左
記

ま
た
は
１
１
９
番
に
通
報
し
て
く
だ
さ
い
。

発
見
し
た
ら
、
放
置
せ
ず
に
早
急
に
対
処
し

ま
し
ょ
う
。

環
境
課
☎
25
・
１
１
３
１

端
野
市
民
環
境
課
☎
56
・
２
１
１
６

常
呂
市
民
環
境
課
☎（
０
１
５
２
）54
・
２
１
１
５

留
辺
蘂
市
民
環
境
課
☎
42
・
２
１
１
０

下
水
道
使
用
料
の
減
免
制
度

の
ご
案
内

　

申
請
に
よ
り
、
左
記
に
該
当
す
る
世
帯
の

使
用
料
を
減
免
す
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

①
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
対
象
で
あ
る
児

童
と
そ
の
父
ま
た
は
母
で
構
成
さ
れ
る
生
活

困
窮
世
帯

②
身
体
障
害
者
手
帳
ま
た
は
精
神
障
害
者
保

健
福
祉
手
帳
の
、
１
級
ま
た
は
２
級
の
交
付

を
受
け
て
い
る
方
が
属
す
る
生
活
困
窮
世
帯

③
70
歳
以
上
の
方
で
構
成
さ
れ
て
い
る
生
活

困
窮
世
帯

◆
減
免
額
　

半
額

※
申
請
後
の
収
入
審
査
に
よ
り
減
免
が
認
め

ら
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す

◆
減
免
期
間
　

申
請
翌
月
か
ら
当
該
年
度
の

３
月
ま
で

※
現
在
、
減
免
を
受
け
て
い
る
世
帯
が
４
月

以
降
も
継
続
し
て
減
免
を
受
け
る
に
は
、
３

月
中
の
再
申
請
が
必
要
で
す

左
記
の
窓
口
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

上
記
対
象
世
帯
の
ほ
か
、
生
活
保
護
受
給

世
帯
に
つ
い
て
は
全
額
免
除
と
な
り
ま
す
。

詳
し
く
は
左
記
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

上
下
水
道
料
金
セ
ン
タ
ー
☎
25
・
１
１

７
８
／
端
野
上
下
水
道
課
☎
56
・
４
０
０
４

／
常
呂
上
下
水
道
課
☎（
０
１
５
２
）54
・
２

１
１
６
／
留
辺
蘂
上
下
水
道
課
☎
42
・
２
４

８
２

く 

ら 

し

家
畜
の
種
類

（
ペ
ッ
ト
も
対
象
）

北
海
道
へ
の

提
出
期
日
※

ウ
シ
、
水
牛
、
イ
ノ
シ
シ
、

ウ
マ
、
ブ
タ
、
ヒ
ツ
ジ
、

シ
カ
、
ヤ
ギ

４
月
15
日

ニ
ワ
ト
リ
、
ア
ヒ
ル
、
キ
ジ
、

ウ
ズ
ラ
、
ダ
チ
ョ
ウ
、

ホ
ロ
ホ
ロ
チ
ョ
ウ
、
七
面
鳥

６
月
15
日

※
市
へ
の
提
出
期
日
に
つ
い
て
は
、

農
政
課
ま
で
ご
確
認
く
だ
さ
い

オンブズマン制度をご利用ください
　市の業務に関する苦情（利害関係があるもの）を公平中立な
立場で調査・判断し、あなたの権利・利益を守ります。
　お気軽にお申し出ください。
◆オンブズマンとの面談（要予約）
　㈬～㈮／10時～16時／㈷・年末年始を除く
◆予約・お問い合わせ　下記まで電話で
　㈬～㈮／９時～17時／㈷・年末年始を除く
※実地調査などのため不在にする場合がありますので、ご理
解願います

北見市オンブズマン室☎23-0844
　（北４条東４丁目６ 市役所第２分庁舎１階）



北見・端野・留辺蘂の市外局番（0157）は、省略しています
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１人１日当たりのごみ排出量の推移

北見市のごみ事情

　北見市のごみ排出量は、一時期、増加傾向にあり
ましたが、市民の皆さんのご理解とご協力により、
平成29年度も減少しています。

■ごみ排出量（家庭系＋事業系）の推移

ごみ排出量（分類別）の推移

■ごみ排出量が増えると…

◉粗大ごみの排出方法
①自宅前に出す場合
　品目・数量を確認の上、下記に申し込みください。

　粗大ごみ受付センター ☎22-0053
　受付：㈪～㈮／８時30分～17時
　※端野・常呂・留辺蘂自治区は総合支所市民環境課
　　へ申し込みください

②直接持ち込む場合（自己搬入）
　下記へ直接持ち込みください。

　クリーンライフセンター ☎67-7070
　（大和298-12）
　開場：㈪～㈯／夏期８時～18時、冬期９時～17時

　※常呂・留辺蘂自治区は各自治区の最終処分場に
　　直接持ち込みください
　　（留辺蘂自治区は事前に申請が必要です）

　ごみ排出量の増加は、焼却に伴う温室効果ガス発
生量の増加や、最終処分場への埋め立て量の増加に
よる処理経費の増大を招きます。
　ごみの発生を抑えることやリサイクルを進めるこ
とで、家庭のごみ排出経費の削減が見込めます。埋
め立てるごみが減ることで、ごみ処理施設を長く使
うことができ、地球環境への負荷低減や資源の枯渇
防止にもつながります。

◉小型家電の排出方法
　市内６カ所に設置しているボックス回収のほか、
下記のとおり特別回収も行っています。
＜特別回収（第４回）＞

パソコン、プリンター、携帯電話、ドライヤーな
ど電気で動くもの

※テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機、
エアコンは対象外
３月９日㈯／

　10時～15時
プラスチック処理

　センター（昭和186）
吹雪等の悪天候に

　より、中止する場
　合があります

廃棄物対策課
　☎67-7676

■布団やパソコンはごみステーションに
　出せません
　布団・ベビー布団は粗大ごみ、パソコンは小型家
電として回収します。排出方法については下記をご
覧ください。

平
成
31
年
度
固
定
資
産
税
　

縦
覧
・
閲
覧
の
ご
案
内

　

平
成
31
年
度
の
土
地
、
家
屋
評
価
等
の
縦

覧
と
固
定
資
産
税
課
税
台
帳
の
閲
覧
、
土
地

に
係
る
固
定
資
産
税
路
線
価
の
公
開
は
、
４

月
１
日
㈪
か
ら
実
施
し
ま
す
。
詳
し
く
は
、

広
報
き
た
み
４
月
号
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

※
平
成
31
年
度
の
納
税
通
知
書
は
４
月
上
旬

に
発
送
し
ま
す

資
産
税
課
☎
25
・
１
１
１
５

端
野
総
務
課
☎
56
・
２
１
１
５
　

常
呂
総
務
課
☎（
０
１
５
２
）
54
・
２
１
１
３

留
辺
蘂
総
務
課
☎
42
・
２
４
２
３

平
成
30
年
度
北
見
市
行
政
評
価

結
果
概
要
の
公
表

　

市
で
は
、
行
政
が
行
っ
て
い
る
さ
ま
ざ
ま

な
仕
事
が
、
そ
の
費
用
に
見
合
う
だ
け
の
効

果
や
成
果
を
出
し
て
い
る
の
か
、
無
駄
や
重

複
に
な
っ
て
い
る
部
分
は
な
い
か
、
特
定
の

受
益
者
に
偏
っ
て
い
な
い
か
、
な
ど
と
い
っ

た
視
点
か
ら
行
政
の
活
動
を
見
直
し
、
行
政

の
進
み
方
を
改
善
し
て
い
く
取
り
組
み
と
し

て
「
行
政
評
価
」
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
た
び
、
そ
の
結
果
を
ま
と
め
た
「
平

成
30
年
度
北
見
市
行
政
評
価
結
果
概
要
」
を

作
成
し
、
市
政
情
報
公
開
室（
北
２
条
仮
庁

舎
別
館
２
階
文
書
課
内
）、総
合
支
所
、支
所
・

出
張
所
、

で
公
表
し
て
い
ま
す
の
で
、
ご

覧
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
事
務
事
業
評
価
シ
ー
ト
や
施
策
評

価
シ
ー
ト
も
公
表
し
て
い
ま
す
。
あ
わ
せ
て

ご
覧
く
だ
さ
い
。

 

企
画
財
政
部
主
幹（
行
政
評
価
・
行
財
政

改
革
）☎
25 

・
１
１
０
３


